
「特別の教科 道徳」の実施に向けて
＜その３＞

「特別の教科 道徳」（道徳科）の完全実施に向けた改訂のポイントです。

前号＜その２＞に引き続き、第３・４学年段階の内容項目について変更点

等を確認します。

小学校第３学年及び第４学年の内容項目

小学校第１・２学年に続いて

第３・４学年の内容項目を見て

いきましょう。

Ｂ－（１０）は、自分と異

なる立場や考え方などを理解

し、望ましい人間関係を構築

することを重視して加えられ

ました。

Ｃ－（１２）は、差別や偏

見をもつことなく、より一層

集団や社会との関わりをもて

るようにするために加えられ

ました。

Ｃ－（１６）は、従前の４

－（５）と４－（６）におけ

る郷土及び国との関わりに関

する内容を統合したもので

す。

Ｃ－（１７）は、多様な文

化を尊重し、国際親善に努め

ることを重視して、従前の４

－（６）の中から取り出して

位置付けられました。
※ 下線部分は、新たな文言の追加や変更点です。

小学校第３・４学年では、

新たに二つの内容項目の追加

があり、項目数は２０になり

ました。



Ｂ－（１０） 相互理解，寛容

〔第３学年及び第４学年〕

自分の考えや意見を相手に伝えるとともに，相手のことを理解し，

自分と異なる意見も大切にすること。

Ｃ－（１２） 公正，公平，社会正義

〔第３学年及び第４学年〕

誰に対しても分け隔てをせず，公正，公平な態度で接すること。

内容項目間の関連性をもたせた指導を

ところで、新たに加わったＢ－（１０）及びＣ－（１２）

は、「いじめの問題への対応の充実」を図る項目でもありま

す。

それぞれの内容項目の特質について、しっかり確認してお

きましょう。

人間は自分と異なる考え方や感じ方、少数の立場や意見などに対し

偏った見方をしたり、自分よりも弱い存在があることで優越感を抱き

たいがために偏った接し方をしたりする弱さをもっていると言われま

す。いじめの問題なども、このような人間の弱さが起因している場合

が少なくありません。

指導に当たっては、不公平な態度が人間関係や集団生活に支障を来

し、いじめなどにつながることを理解させることが求められます。

相手から学ぶ姿勢を常にもち、自分と異なる意見や立場を受けとめる

ことや、広い心で相手の過ちを許す心情や態度は、多様な人間が共によ

りよく生きていくために必要なものです。

いじめを生まない雰囲気や環境を醸成するためにも、互いの違いを認

め合い理解しながら、自分と同じように他者を尊重する態度を育てるこ

とが重要です。

具体的な状況で道徳的行為がなされる場合、一つの内容項目だけが単独に作

用するということはほとんどなく、幾つかの内容項目が関連し合います。

いじめの問題について指導するに当たっては、上記の内容項目や、「Ｄ－

（１８）生命の尊さ」、「Ｂ－（６）親切、思いやり」、「Ｂ－（９）友情、

信頼」などとの関連を十分に考慮したり、指導の順序を工夫したりすることが

大切です。

なお、その際には、焦点が不明確にならないよう、ねらいを適切に設定して

ください。

小学校第５・６学年については、次号で取り上げます。


